


















１ 特定空家等の概要
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１ 所在地 松本市大字神林

２ 家屋情報

・木造セメント瓦・亜鉛メッキ銅板葺２階建

・居宅 延床面積114.9㎡

３ 土地所有者 Ａ 死亡

４ 家屋所有者 同上

５ 法定相続人 市内に３名
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２ 対応経過
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年度 月日 内 容

R3 当該空家等の情報提供→対応開始

R4 当該空家等の法定相続人3名に対して、除却等を実施するよう複数回助言

Ｒ５

7.27
令和５年度第1回松本市空家等対策協議会へ特定空家等認定のための
立入調査の報告

8.17 特定空家等に認定

8.29 法第１４条第１項に基づく指導

11.17 法第１４条第2項に基づく勧告

12.19
令和５年度第２回松本市空家等対策協議会 意見聴取
命令及び行政代執行を実施することの妥当性について協議、異論なし。

1.18 法第２２条第３項に基づく命令に係る事前の通知

2.8 相続登記が完了し、対象空家等の名義人が確定（1名）となる

3.22 法第２２条第３項に基づく命令

R6

5.20 当該空家等の敷地が不動産事業者へ売却

8.20 不動産事業者から、解体工事契約をしたと連絡

9.20 現地確認。対象の建物が除却されていることを確認

行政代執行

家屋所有者　あり

土地所有者　あり

助言・指導

勧告　

命令

戒告

代執行令書

行政代執行

費用回収

空家法に基づき、命令まで行ったところ、所有者自身による解決が図られました。
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３ 現状

Ｒ６第１回松本市空家等対策協議会

神林特定空家等 その後の経過 資料1-3


